
新たな農林水産行政の
確立に向けて

消費者を重視した食品安全行政の展開

平成15年7月からの農林水産省の組織のあらまし

　農林水産省は、新しく生まれ変わります。

　国民の皆さんの信頼を得られるよう、消費者を重視した

食品安全行政の展開、食料の安定供給の確保や環境政策へ

の取組の強化などにより、新しい農林水産行政の確立に向

けて、全力で取り組みます。

今回の組織改革のポイント今回の組織改革のポイント

1. 食品安全行政の確立
　  　 本省・地方組織を通じた食品のリスク管理体制の強化

　食品安全委員会の発足など、政府全体での食品安全行政の見直しに対応して、農林

水産省においても食品のリスク管理（※）を適切に行うため、本省・地方組織を通じ、食

品のリスク管理を行う体制を強化します。

2.食料の安定供給の確保の
　  ための取組の強化

　日常生活に欠かせない食料の安定供給の確保のため、総合食料局において、 食料品

や農産物の安定供給政策とともに、主要食糧（米麦）に関する業務を一体的に行います。

　特に、米政策改革大綱の具体化を推進し、国民の主食である米の安定供給を確保し

ます。

3. 農林水産分野をめぐる環境変化
　  に対応するための体制整備

㈰環境への国民の意識・関心の高まりに応えるため、農林水産分野における環境政策   

　への取組を強化します。

㈪農林水産分野の国際問題の広がりや国内施策への影響の増大に対処するため、農林

　水産行政全体の見地から国際問題に取り組みます。

㈫農林水産行政や食品安全行政に関する情報の受発信に関する体制を整備します。

※リスク管理：食品が人の健康に悪影響を及ぼす危険性を
　低減するための措置のこと。
　たとえば、ＢＳＥに関し牛の危険部位の除去を命令したり、
　農薬の使用基準を設定したりします。

農林水産省

消費者生産者



新たな農林水産行政の
確立に向けて

消費者を重視した食品安全行政の展開

平成15年7月からの農林水産省の組織のあらまし

　農林水産省は、新しく生まれ変わります。
　国民の皆さんの信頼を得られるよう、消費者を重視した

食品安全行政の展開、食料の安定供給の確保や環境政策へ

の取組の強化などにより、新しい農林水産行政の確立に向

けて、全力で取り組みます。

今回の組織改革のポイント今回の組織改革のポイント

1.食品安全行政の確立
　  　 本省・地方組織を通じた食品のリスク管理体制の強化

　食品安全委員会の発足など、政府全体での食品安全行政の見直しに対応して、農林

水産省においても食品のリスク管理（※）を適切に行うため、本省・地方組織を通じ、食

品のリスク管理を行う体制を強化します。

２. 食料の安定供給の確保の
　  ための取組の強化

　日常生活に欠かせない食料の安定供給の確保のため、総合食料局において、 食料品

や農産物の安定供給政策とともに、主要食糧（米麦）に関する業務を一体的に行います。

　特に、米政策改革大綱の具体化を推進し、国民の主食である米の安定供給を確保し

ます。

３.農林水産分野をめぐる環境変化
　  に対応するための体制整備

①環境への国民の意識・関心の高まりに応えるため、農林水産分野における環境政策   

　への取組を強化します。

②農林水産分野の国際問題の広がりや国内施策への影響の増大に対処するため、農林

　水産行政全体の見地から国際問題に取り組みます。

③農林水産行政や食品安全行政に関する情報の受発信に関する体制を整備します。

※リスク管理：食品が人の健康に悪影響を及ぼす危険性を
　低減するための措置のこと。
　たとえば、ＢＳＥに関し牛の危険部位の除去を命令したり、
　農薬の使用基準を設定したりします。

農林水産省

消費者生産者



新しい農林水産省の組織と業務新しい農林水産省の組織と業務

　今回の組織改革では、食品安全行政の強化のために消費・安全局を設ける一方、

食料政策を担当する総合食料局が、従来食糧庁が担ってきた主要食糧の安定供給政

策も含めて一体的に担当することになりました。他方、食糧庁は廃止されます。　

大 臣 官 房 農林水産行政の総合調整

食料政策、主要食糧（米麦）の安定供給政策

食品のリスク管理・消費者行政

農業政策のうち、生産分野

農業政策のうち、担い手や経営の分野

農村政策

試験研究政策

主要食糧（米麦）の安定供給政策

森林・林業に関する政策

水産業に関する政策

総合食料局

消費・安全局

生   産   局

経   営   局

農村振興局

食糧庁（廃止）

林   野   庁

水   産   庁

農林水産技術会議

農
林
水
産
省
本
省

主な業務



こ れ か ら の 姿こ れ ま で の 姿

1.食品安全行政の確立
本省・地方組織を通じたリスク管理体制の強化

食品安全基本法の
制定と食品安全委
員会の設置

  平成13年9月に国内初のBSE感染牛が確認され、その後も食肉偽装

事件などが続発したことから、食品安全行政に対する国民の信頼が揺らぐ

事態となりました。

　このため、政府は、消費者の健康保護を最優先として、食品安全行政に

リスク分析（※）という新たな考え方を導入することを決定し、食品安全行

政の基本的考え方などを定める食品安全基本法を制定しました。これを

受けて、

　食品の安全に関するリスク評価（※）を行う食品安全委員会が

7月1日に内閣府に設置されました。今後は、食品安全委員会

が客観的・科学的立場から食品のリスク評価を行い、これに基

づき、農林水産省や厚生労働省などが連携して、食品のリスク

管理を行うことになります。

　この役割分担の下、農林水産省においては、本省・地方組織

を通じたリスク管理体制の強化を行います。
[食品安全行政の見直し]

農業・食品産業の振興の一環
   　　として食品安全行政を実施

農業・食品産業
の振興

食品のリスク評価

食品のリスク管理

連携の強化

勧告・
モニタ
リング

●消費者行政
●食品のリスク管理 消費・安全局

総合食料局

生    産    局

廃　止

新しい農林水産省の組織と業務新しい農林水産省の組織と業務

　今回の組織改革では、食品安全行政の強化のために消費・安全局を設ける一方、

食料政策を担当する総合食料局が、従来食糧庁が担ってきた主要食糧の安定供給政

策も含めて一体的に担当することになりました。他方、食糧庁は廃止されます。　

大 臣 官 房 農林水産行政の総合調整

食料政策、主要食糧（米麦）の安定供給政策

食品のリスク管理・消費者行政

農業政策のうち、生産分野

農業政策のうち、担い手や経営の分野

農村政策

試験研究政策

主要食糧（米麦）の安定供給政策

森林・林業に関する政策

水産業に関する政策

総合食料局

消費・安全局

生   産   局

経   営   局

農村振興局

食糧庁（廃止）

林   野   庁

水   産   庁

農林水産技術会議

農
林
水
産
省
本
省

主な業務

消費・安全局の
新設

地方農政事務所
の設置

　これまで、農林水産省における食品安全行政については、生産局などに

おいて、産業振興の一環として行ってきました。

　ＢＳＥ問題などの反省を踏まえ、食品のリスク管理を担当す

る部門を産業振興部門から分離・強化することとし、消費者行

政と食品のリスク管理を一体的に行う「消費・安全局」を新設

しました。

　「消費・安全局」では、食品のリスク管理やリスクコミュニケーション（※）

に取り組むとともに、食に関する知識の普及など食品分野における消費

者行政に取り組みます。

　 地方においても、食品のリスク管理体制の強化を図るため、

従来の食糧事務所を廃止し、地方農政局の下で、食品のリスク

管理業務を行う、「地方農政事務所」として再編しました。

　「地方農政事務所」では、食品の生産・流通・消費の現場において、食品

安全関係や表示関係の法令が守られているかどうかを監視、取締、指導

する業務を行います。また、従来食糧事務所が担ってきた主要食糧業務

も併せ行います。

※リスクコミュニケーション：食品の安全性に関する情報や意見を、
　消費者、生産者などと行政が相互に交換し、施策への反映を図ること

〔関係組織〕

本省　 消費・安全局
地方農政局
消費・安全部

地方農政事務所
消費・安全部

北海道農政事務所
消費・安全部

沖縄総合事務局
農林水産部　消費・安全課

※リスク分析：食品が人の健康に悪影響を
　及ぼすことを予防・抑制するため、「リス
　ク評価」、「リスク管理」及び「リスクコミュ
　ニケーション」を行うこと

※リスク評価：食品が人の健康に及ぼす悪
　影響（その程度と確率）について科学的に
　評価すること

2.食料の安定供給の
　　確保のための取組の強化

   食料自給率が先進国で最低の水準まで下がり、食料の安定供給の重

要性が高まる中、これまで食糧庁が担ってきた、主要食糧業務を、総

合食料局において、食料品や農産物の安定供給政策とともに一体的に

行います。

　特に、米政策改革大綱の具体化の推進など、米政策の改革について

も、総合食料局の食糧部を中心に、万全の体制で取り組んでいきます。

〔関係組織〕

本省　総合食料局 地方農政局
食糧部

地方農政事務所
食糧部

食　糧　部
（注）この他、北海道農政事務所食糧部、    
        沖縄総合事務局農林水産部食糧課 
       がある。

　農林水産省における環境政策の立案を一元的に担当する「環境政策課」を農林

水産省大臣官房に新設し、これを中心に省内の組織がバイオマス対策や地球温

暖化防止森林対策など環境政策に総合的に取り組みます。

　農林水産行政全体の見地から国際問題に対応するため、農林水産省大臣官房

に総括審議官（国際担当）を新設するとともに「国際部」を置きました。

　国際問題で省を代表する農林水産審議官の下、総括審議官（国際担当）、国際

部が、世界56か国の在外公館に配置されている約90名の農務官と連携を取り

つつ、食料・農業分野、環境分野などの国際問題に取り組みます。

　農林水産省の地方統計情報組織を「統計・情報センター」に改組し、生産者と消

費者を結ぶネットワークを活かして、国民の皆さんへの政策情報の説明や地域の

個性豊かな取組に関する情報の収集と提供などに取り組みます。

3.農林水産分野をめぐる環境変化
　 に対応するための体制整備
㈰環境政策への
　取組の強化

㈪国際問題の広がり
　への対応

㈫情報受発信に関する
　体制の整備　

仙台、さいたま、金沢、名古屋、

京都、岡山、熊本の7か所

左記以外の38の都府県（沖縄除く）

の県庁所在地

総合食料局

生 産 局

食 糧 庁

農 林 水 産 省 農 林 水 産 省

厚生労働省

食品安全委員会（内閣府）

厚 生 労 働 省



こ れ か ら の 姿こ れ ま で の 姿

1.食品安全行政の確立
本省・地方組織を通じたリスク管理体制の強化

食品安全基本法の
制定と食品安全委
員会の設置

   平成13年9月に国内初のBSE感染牛が確認され、その後も食肉偽装

事件などが続発したことから、食品安全行政に対する国民の信頼が揺らぐ

事態となりました。

　このため、政府は、消費者の健康保護を最優先として、食品安全行政に

リスク分析（※）という新たな考え方を導入することを決定し、食品安全行

政の基本的考え方などを定める食品安全基本法を制定しました。これを

受けて、

　食品の安全に関するリスク評価（※）を行う食品安全委員会が

7月1日に内閣府に設置されました。今後は、食品安全委員会

が客観的・科学的立場から食品のリスク評価を行い、これに基

づき、農林水産省や厚生労働省などが連携して、食品のリスク

管理を行うことになります。

　この役割分担の下、農林水産省においては、本省・地方組織

を通じたリスク管理体制の強化を行います。
[食品安全行政の見直し]

農業・食品産業の振興の一環
   　　として食品安全行政を実施

農業・食品産業
の振興

食品のリスク評価

食品のリスク管理

連携の強化

勧告・
モニタ
リング

●消費者行政
●食品のリスク管理 消費・安全局

総合食料局

生    産    局

廃　止

新しい農林水産省の組織と業務新しい農林水産省の組織と業務

　今回の組織改革では、食品安全行政の強化のために消費・安全局を設ける一方、

食料政策を担当する総合食料局が、従来食糧庁が担ってきた主要食糧の安定供給政

策も含めて一体的に担当することになりました。他方、食糧庁は廃止されます。　

大 臣 官 房 農林水産行政の総合調整

食料政策、主要食糧（米麦）の安定供給政策

食品のリスク管理・消費者行政

農業政策のうち、生産分野

農業政策のうち、担い手や経営の分野

農村政策

試験研究政策

主要食糧（米麦）の安定供給政策

森林・林業に関する政策

水産業に関する政策

総合食料局

消費・安全局

生   産   局

経   営   局

農村振興局

食糧庁（廃止）

林   野   庁

水   産   庁

農林水産技術会議

農
林
水
産
省
本
省

主な業務

消費・安全局の
新設

地方農政事務所
の設置

　これまで、農林水産省における食品安全行政については、生産局などに

おいて、産業振興の一環として行ってきました。

　ＢＳＥ問題などの反省を踏まえ、食品のリスク管理を担当す

る部門を産業振興部門から分離・強化することとし、消費者行

政と食品のリスク管理を一体的に行う「消費・安全局」を新設

しました。

　「消費・安全局」では、食品のリスク管理やリスクコミュニケーション（※）

に取り組むとともに、食に関する知識の普及など食品分野における消費

者行政に取り組みます。

　 地方においても、食品のリスク管理体制の強化を図るため、

従来の食糧事務所を廃止し、地方農政局の下で、食品のリスク

管理業務を行う、「地方農政事務所」として再編しました。

　「地方農政事務所」では、食品の生産・流通・消費の現場において、食品

安全関係や表示関係の法令が守られているかどうかを監視、取締、指導

する業務を行います。また、従来食糧事務所が担ってきた主要食糧業務

も併せ行います。

※リスクコミュニケーション：食品の安全性に関する情報や意見を、
　消費者、生産者などと行政が相互に交換し、施策への反映を図ること

〔関係組織〕

本省　 消費・安全局
地方農政局
消費・安全部

地方農政事務所
消費・安全部

北海道農政事務所
消費・安全部

沖縄総合事務局
農林水産部　消費・安全課

※リスク分析：食品が人の健康に悪影響を
　及ぼすことを予防・抑制するため、「リス
　ク評価」、「リスク管理」及び「リスクコミュ
　ニケーション」を行うこと

※リスク評価：食品が人の健康に及ぼす悪
　影響（その程度と確率）について科学的に
　評価すること

2.食料の安定供給の
　　確保のための取組の強化

   食料自給率が先進国で最低の水準まで下がり、食料の安定供給の重

要性が高まる中、これまで食糧庁が担ってきた、主要食糧業務を、総

合食料局において、食料品や農産物の安定供給政策とともに一体的に

行います。

　特に、米政策改革大綱の具体化の推進など、米政策の改革について

も、総合食料局の食糧部を中心に、万全の体制で取り組んでいきます。

〔関係組織〕

本省　総合食料局 地方農政局
食糧部

地方農政事務所
食糧部

食　糧　部
（注）この他、北海道農政事務所食糧部、    
        沖縄総合事務局農林水産部食糧課 
       がある。

　農林水産省における環境政策の立案を一元的に担当する「環境政策課」を農林

水産省大臣官房に新設し、これを中心に省内の組織がバイオマス対策や地球温

暖化防止森林対策など環境政策に総合的に取り組みます。

　農林水産行政全体の見地から国際問題に対応するため、農林水産省大臣官房

に総括審議官（国際担当）を新設するとともに「国際部」を置きました。

　国際問題で省を代表する農林水産審議官の下、総括審議官（国際担当）、国際

部が、世界56か国の在外公館に配置されている約90名の農務官と連携を取り

つつ、食料・農業分野、環境分野などの国際問題に取り組みます。

　農林水産省の地方統計情報組織を「統計・情報センター」に改組し、生産者と消

費者を結ぶネットワークを活かして、国民の皆さんへの政策情報の説明や地域の

個性豊かな取組に関する情報の収集と提供などに取り組みます。

3.農林水産分野をめぐる環境変化
　 に対応するための体制整備

①環境政策への
　取組の強化

②国際問題の広がり
　への対応

③情報受発信に関する
　体制の整備　

仙台、さいたま、金沢、名古屋、
京都、岡山、熊本の7か所

左記以外の38の都府県（沖縄除く）
の県庁所在地

総合食料局

生 産 局

食 糧 庁

農 林 水 産 省 農 林 水 産 省

厚生労働省

食品安全委員会（内閣府）

厚 生 労 働 省
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※組織の詳細については、こちら（http://www.maff.go.jp/www/maff/orgstart.html）をご覧下さい。

　消費者の視点を重視した農林水産行政を実現するために、食品安全行政や農林水産行政に対する御意

見、御要請にしっかりと応えていきたいと考えています。

　食品安全行政や農林水産行政に関する御質問や御意見がございましたら、最寄りの関係機関までお気

軽に御連絡下さい。

消 費 者 行 政 窓 口 一 覧

■

全国の統計・情報センターに関する情報については、
こちら（http://www.toukei.maff.go.jp）をご覧下さい。【電話：03-3501-3710】

生産者

大 臣 官 房

こ れ ま で の 姿 こ れ か ら の 姿

国　際　部

統　計　部

総括審議官（国際担当）
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